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第 12回「京都雇用創出活力会議」確認事項 

 
 
 現状と課題  
 ◇府内の有効求人倍率は、昨年４月以降１倍を超え、業種・地域を問わず人手不足が

深刻化しており、労働力人口が減少する中、女性や若者の活躍促進など、総合的な
人材確保対策が重要。 

 ◇本年３月の新規学校卒業者の就職内定率は、調査開始以来最高となるなど、若者の
就職環境は改善している一方、新卒就職者の早期離職の現状があることから、早い
段階からの職業観の醸成、職場定着に向けた支援が必要。 

 ◇約２割の望まない非正規労働者の正規雇用化や産業構造上、特に非正規率の高い宿
泊・飲食・小売業関連業種などにおける働き方改革に向けた対策が必要。 

 ◇「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、女性活躍促進
と出産・育児による離職防止のための職場環境整備が必要。 

 ◇雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止、合理的配慮の提供を盛
り込んだ改正「障害者の雇用の促進等に関する法律」や、「青少年の雇用の促
進等に関する法律」、「過労死等防止対策推進法」などに基づき、関係機関が
連携して対応していくことが必要。 

 ◇経済雇用情勢の変化に対応していくため、雇用創出だけでなく長時間労働の削
減や非正規労働者の正社員転換など、雇用の質の向上に取り組み、労働生産性
の向上を図ることが必要。 

 
 
 確認事項  
 
【取組の方向】 
 ①オール京都で人づくりと正規雇用の拡大・雇用の質の向上に向け、働き方改

革を進める。 
 ②女性、若者、高齢者、障害のある人などあらゆる人が輝ける社会を目指す。 
 ③京都ジョブパークの人材確保機能を大幅に強化し、京都企業の人手不足を解

消する。 
【会議の名称】 
  経済雇用情勢の変化に対応し、議論を広げていく必要があるため、会議名称
「京都雇用創出活力会議」を「京都労働経済活力会議～人を大切にする「京都
ならではの働き方」の推進～」に変更する。 
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 確認事項の実現に向けた具体的な施策  
 
 【施策１】京都ならではの働き方改革を進め、オール京都での人づくりと正規雇

用の拡大・雇用の質の向上による京都企業の人材確保（「京都人材育
成・雇用改善プロジェクト（仮称）」による取組） 

 
(1) オール京都の人づくり 
・子どもの頃からの職業観の醸成の充実・強化や大学生の京都企業への早期
インターンシップ、職業体験の実施 

・産業界や地域のニーズを踏まえ、企業と連携・協働し、求職者・在職者に
対する訓練を実施 

 
(2) 正規雇用の拡大と雇用の質の向上 

   ・不本意非正規労働者の正規雇用化の促進 
   ・サービス産業等における労働生産性の向上による正規雇用の拡大 
   ・非正規労働者を含めた労働者の処遇改善の促進 
   ・長時間労働の削減など働き方改革による雇用の質の向上 
 
 
 【施策２】女性、若者、高齢者、障害のある人などあらゆる人が輝ける社会の 

実現 
 

(1) 女性・若者・高齢者などの雇用拡大 
・「輝く女性応援京都会議」のもと、女性の活躍促進拠点を設置し、300 人
以下の中小企業を中心として、女性の採用、人材育成、登用を促進 

 ・新卒者など若者の就職促進、健康で働く意欲のある高齢者がキャリアを活
かし、いきいきと働ける場づくりの推進などを通じて雇用を拡大 

 
(2) 障害のある人・就職の難しい人等の就労支援 
 ・福祉から雇用まで一貫して支援するため、障害のある人の特性に応じた就

業力の強化やマッチングのほか、定着に向けた企業への助言等 
 ・地域若者サポートステーションやＮＰＯ団体等と連携して就職の難しいひ

きこもりの若者等の就労を支援 
 
  (3) 生活保護受給者等生活困窮者への就労支援 
   ・福祉事務所とハローワークが一体的に就労支援に取り組む「福祉・就労支

援コーナー」など自立支援施策により、生活保護受給者等生活困窮者の就
労を支援 

   ・京都ジョブパークの自立就労サポートセンターが各市をサポートし、生活
困窮者等の就労を支援 

 
  (4) 「ブラック」企業の根絶 
   ・アルバイトや就職先での賃金不払い残業や過重労働など、働く人を使い捨

てにする「ブラック企業・ブラックバイト」の根絶に向け、京都労働局に
おける監督・指導の徹底と、京都府・京都市、労使団体による周知・啓発 

   ・大学生・高校生等のアルバイト先での労働条件を巡るトラブル防止に向け
労働関係法令の周知・啓発 

 
 



- 3 - 

 【施策３】京都ジョブパークの人材確保機能を大幅に強化し、京都企業の人手不
足解消の取組 

 
(1)京都企業の人材確保対策 
・京都ジョブパークを中心にオール京都で求職者支援を進めるとともに、京
都ジョブパークの「中小企業人財確保センター」を京都企業の人材確保を
戦略的・横断的に支援する「京都企業人財確保センター」に改組し、５つ
のプロジェクトを立ち上げる 

 
 

 
【５つのプロジェクト】 
◇京都企業人材確保伴走支援プロジェクト 

     ・「京のまち企業訪問」のコンテンツ充実により京都の中小企業の情報
発信力を強化するほか、京都ジョブパークと中小企業応援隊、ハロー
ワークが一体的に人手不足企業を寄り添い支援 

◇学生就職支援プロジェクト 
・国・府の大学生就職支援窓口を京都ジョブパークに一元集約し、大学
のキャリアサポートセンターや京都市フルカバー学生等就職支援セ
ンターと連携した大学での合同企業説明会の開催など、府内学生の京
都企業への就職を強力に促進 

 ◇京都企業還流人材獲得プロジェクト 
     ・都市部での京都企業の魅力発信やインターネットを活用した新たな人

材の確保など、首都圏等から京都企業への就職・転職を促進 
 ◇中核・中高年齢者人材活躍支援プロジェクト 

・京都で就職を希望する大企業等の技術・経営人材や中核人材等を登録
し京都企業とマッチングするほか、人手不足業界に対応した中高年齢
者のキャリアを養成 

◇女性人材活躍支援プロジェクト 
・マザーズジョブカフェにおいて、即戦力となる子育て中の女性を中心
に人材を育成し、京都企業とのマッチングを促進 

 
(2) 若年者の早期離職防止及び職場への定着支援 

   ・企業に定着する人材の育成と早期離職防止のため、基礎力養成研修、企業
実習、マッチング、定着支援までの一貫したプログラムにより企業及び求
職者を支援 
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 その他  
 
 【会議名称】「京都雇用創出活力会議」名称の変更等 
 

(1) 「京都雇用創出活力会議」の名称を変更 
・経済雇用情勢の変化に対応するため、雇用創出だけでなく労働時間の適正
化や正社員化の促進など雇用の質の向上を図り、人手不足や労働生産性の
向上などを進める議論を広げていく必要がある。このため、会議の名称「京
都雇用創出活力会議」を変更 

 
  新名称 
   「京都労働経済活力会議」 
   ～人を大切にする「京都ならではの働き方」の推進～ 
 

(2) 会議メンバーの拡大 
・議題に即した幅広い議論ができるよう、適宜、会議の参加者の拡大も検討 

 
(3) 地方版「政労使会議」としての位置付け 
・本会議を政府による「経済の好循環実現に向けた政労使会議」の地方版と
して位置付ける 


